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権利関係⑨ 
相続 

 

○×式確認問題 

【解答・解説】 

 

 

 

 

 １  父Ａと子Ｂが同乗していた飛行機が墜落し、二人とも死亡したときのように、どちら

が先に死亡したかわからないときは、同時死亡と推定し、ＡとＢの間では相続は生じな

いので、Ｂに子がいた場合(Ａの孫)でも、代襲相続は起こらない。同時死亡と推定され   

る場合には、死亡した者相互間においては相続は生じないが、代襲相続は起こる  

 

 ２  被相続人の権利義務は、すべてその相続人が相続するので、その一身に属する権利に

ついても、一定の場合は相続される。 

     被相続人に一身に属する権利は、相続しない  

 

 ３  相続人は、相続開始を知ったときから６カ月以内に、単純承認、限定承認もしくは相

続の放棄の意思表示をしなければならない。３カ月以内である 

なお、この期間内に意思表示がない場合には、単純承認したものとみなされる  

 

 

４  ＡとＢが婚姻中に生まれたＡの子Ｃは、ＡとＢの離婚の際、親権者をＢと定められ

た。Ａはその後再婚して、再婚に係る配偶者がいる状態で死亡したときは、Ｃは法定相

続人にはならない。Ｃは、ＡがＢとの婚姻中に生まれているので、間違いなくＡの実子である  

離婚によりＢに親権が定められたとしても、Ａの実子の地位は変わらないので法定相続人である  

 

５  Ａに、配偶者Ｂ、Ｂとの婚姻前に縁組した養子Ｃ、Ｂとの間の実子Ｄ、Ｄの実子Ｅ及

びＦがいる場合において、Ｄが死亡し、その後Ａが死亡したとき、ＢとＣとＥとＦがＡ

の相続人となり、ＥとＦの法定相続分はいずれも４分の１となる。８分の１である 

   ＥとＦはＤを代襲相続するので、Ｄの法定相続分の４分の１の半分ずつを相続することになる  

 

６  居住用建物を所有するＡが死亡した場合で、Ａに配偶者Ｂ、母Ｃ、兄Ｄがいるとき、

Ｄは相続人とならず、ＢとＣが相続人となり、Ｃの法定相続分は４分の１となる。 

    配偶者と第二順位の相続となる。この場合、配偶者３分の２、第二順位の母は３分の１となる  

 

７  被相続人Ａの子Ｂが、相続の開始後に相続放棄をした場合、Ｂの子Ｃ(被相続人の孫)

が、Ｂを代襲して相続人となる。 

    相続放棄をした場合、放棄者以下に、代襲相続は発生しない  
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８  配偶者短期居住権は、被相続人の相続開始時点において、配偶者が無償で建物に居

住していた場合、当該配偶者は、一定の期間(原則、相続の開始のときから３カ月)無

償で当該建物を使用することができる。        ３カ月ではなく「６カ月」である  

  

 

９  配偶者居住権が認められるためには、被相続人の相続開始時点において、配偶者が

建物に居住している必要はない。 

   配偶者居住権も配偶者短期居住権も、配偶者が建物に居住していることが要件となる  

 

10  適法な遺言をした者が、その後、更に適法な遺言をした場合、前の遺言のうち後の

遺言と抵触する部分は、後の遺言により撤回したものとするには一定の手続きがいる。 

   適法な遺言で、前遺言と後遺言とで抵触する部分は、後遺言で前遺言を撤回したものとみなされる    
一定の手続きが必要であるという規定はない 

 

 

11  Ａが死亡し、相続人として、妻Ｂと嫡出子Ｃ・Ｄ・Ｅがいる場合、Ａが遺産の全てをＣ

に遺贈していたときは、その遺贈が、Ｂ、Ｄ及びＥの遺留分を侵害していた場合、Ｃへの全

部の遺贈は認められず、Ｂ・Ｄ及びＥに遺留分として渡さなければならない。 

被相続人の遺贈の意思表示は、たとえ遺留分権利者の遺留分を侵害していたとしても、その効力を生
じる。遺留分権利者は、侵害された遺留分について、必要があれば、「遺留分侵害請求権」を行使し、
遺留分のＣから取り戻すことができる。 

 

 

 


